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防府市いじめ問題対策協議会設置要綱  

平成２６年４月１日制定 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、防府市いじめ問題対策協議会の設置及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 「いじめ防止対策推進法」第１４条の趣旨を踏まえ、いじめの防止等に

関係する機関及び団体の連携を図り、いじめに対する基本的な考え方を共有し、

関係機関の更なる連携強化を推進するとともに、状況に応じて関係機関等の連

携による適切な対応をするために、防府市いじめ問題対策協議会（以下「協議

会」という。）を設置し、次に掲げる事項について協議及び対応を行うものと

する。 

 (1) 「防府市いじめ防止基本方針」がより実効性のあるものになるよう、恒常

的に評価・検証し、取組内容の改善を図ることとする。 

  (2) 関係機関との連携を図り、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応に

ついて協議し、いじめの根絶に向けた取組を協議する。 

  (3) 重大事態が発生した場合に、児童生徒や保護者の状況に応じ、学校、教育

委員会及び関係諸機関・団体が連携して「防府市いじめ調査委員会」を編成

し対応する。 

  （組織） 

第３条 協議会の委員の定数は１５人とする。 

２ 委員は、弁護士、保護者代表、学校関係者、地区代表、学識経験者、教育行

政関係者、関係機関（児童相談所関係者、警察署関係者等）のうちから防府市

教育委員会が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は１年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２  委員は、再任させることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。    

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条  協議会は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。 

 （庶務） 

第７条  協議会の庶務は、防府市教育委員会学校教育課内に置く。 
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 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、そ

の都度会長が定めるものとする。 

      附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表 

防府市いじめ問題対策協議会委員 

 

 
区   分 組      織 人  数 

 

 

 

 学 校 関 係           
小・中学校長会代表 

小・中学校生徒指導担当教員代表 

２人 

２人 

 

 

 

 

 
保護者代表 小・中学校ＰＴＡ代表 ２人 

 

 

 

 地   区 

防府人権擁護委員協議会 

防府市民生委員児童委員協議会 

防府保護区保護司会 

３人 

 

 

 

 

 

 

関 係 機 関           
防府警察署 

中央児童相談所 
２人 

 

 

 

 

 
学識経験者 

医療・臨床心理士関係 

弁護士 
３人 

 

 

 
行   政 防府市子育て支援課子ども相談室 １人 

 

 

 
       計 １５人 
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 対策協議会体制  

 機    関 所 属 役 職 名                         備   考 

 

 

学 校 関 係                 

 

小 学 校 校 長 会 代 表 
 

 
中 学 校 校 長 会 代 表 

 

 
小学校生徒指導担当教員代表 

 

 
中学校生徒指導担当教員代表 

 

 

保 護 者 代 表                 

小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 代 表  

 
中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 代 表 

 

 

 

地      区 

 

防 府 人 権 擁 護 委 員 協 議 会 
 

 
防府市民生委員児童委員協議会 

 

 
防 府 保 護 区 保 護 司 会 

 

 
 

関 係 機 関                 

 

防 府 警 察 書 生 活 安 全 課 
 

 
中 央 児 童 相 談 所 

 

 

学 識 経 験 者 

ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 代 表 
 

 
スクールソーシャルワーカー代表 

 

 
弁 護 士 

 

  

 

行      政 

 

 

防府市子育て支援課子ども相談室  

 防 府 市 教 育 委 員 会 教 育 長  

 防府市教育委員会学校教育課長  

 同  担 当 指 導 主 事  

 

 

 


